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安全データシート塩化亜鉛
改定 日:2022年 8月 8日

化学物質等及び会社情報

製品の名称 :

会社名 :

住所 :

電話番号 :

緊急連絡電話番号 :

FAX番号 :

整理番号 :

赤印塩化亜鉛 ,99%塩化亜鉛

細井化学工業株式会社

東京都 中央区 日本橋本町 318
03-3270-3601

03-3270-3601

03-3279-5863

ZN-1010

2.危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

健康に対する有害性

環境に封する有害性

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない

分類できない

区分に該当しない

区分 4

分類できない

区分に該当しない

分類できない

分類できない

区分に該当しない

区分 1

区分 1

分類できない

分類できない

分類できない

分類できない

分類できない

区分 1(呼吸器 )

分類できない

分類できない

区分 1

区分 1

火薬類

可燃性ガス

可燃性エアゾール

酸化性ガス

高圧ガス

引火性液体

可燃性固体

自己反応性化学品

自然発火性液体

自然発火性固体

自己発熱性化学品

水反応可燃性化学品

酸化性液体

酸化性固体

有機過酸化物

金属腐食性物質

鈍性化爆発物

急性毒性(経 口)

急性毒性(経皮)

急性毒性(吸入 :ガス)

急性毒性(吸入 :蒸気)

急性毒性(吸入 :粉じん)

急性毒性(吸入 :ミスト)

皮膚腐食性・束u激性

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性

呼吸器感作性

皮膚感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

特定標的臓器・全身毒性(単回ぼく露)

特定標的臓器・全身毒性(反復ぼく露)

誤えん有害性

水生環境有害性 短期(急性 )

水生環境有害性 長期(慢性 )

◇◇◇◇
注意喚起語 危 険
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危険有害性情報

注意書き:【安全対策】

【応急措置】

【保管】
【廃棄】

国・地域情報:

H302飲み込むと有害(経 口)

H314 重篤な皮膚の薬傷・H艮 の損傷

H318 重篤な眼の損傷

H370 呼吸器系の障害

H400水生生物に非常に強い毒性

H410長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。

P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

P260 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。

P264 取扱い後はよく手を洗うこと。

P270 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

吸入した場合 :   空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休怠させること。

皮膚に付着した場合 :多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。

日艮に入つた場合 :  水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して

洗うこと。直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合:  口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。

衣類にかかつた場合 :直ちにすべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。

暴露又はその懸念が

ある場合 :     医師の診 [求方、手当てを受けること。

気分が悪い場合:  医師の診聯、手当てを受けること。

漏出物は回収すること。

容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3.組成、成分情報

化学物質

化学客1:

化学物質・混合物の区
男u:

濃度又は濃度範囲 :

化学式 :

分子量 :

CAS番号 :

官報公示整理番号

化審法 :

労働安全衛生法

化管法 :

分類に寄与する不純物
及び安定化添力H物 :

塩化亜鈴(Zhc CWo両 dc)

化学物質

塩化亜鉛      99%以 上

(塩化亜鉛濃度は、全亜鉛を塩化亜鉛に換算したもので表記 )

ZnC12

145.28

7646-85-7

(1)-264

既存化学物質

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、 施行令第18条の翡町表第9)

1001  第1種指定化学物質 (亜鉛の水溶性化合物)

情報なし

4.応急措置

吸入した場合 :

皮膚に付着した場合

目に入つた場合 :

飲み込んだ場合 :

急性症状及び遅発性症状
の最も重要な徴候症状 :

新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

直ちに、汚染された衣類をすべて脱く
｀
こと、又は取り去ること。

皮膚を速やかに多量の水と石鹸で洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

水で15分間以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。直ちに眼科医に連絡すること。

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡すること。

肺水腫を起こす。肺水腫の症状は、遅くなって現れる場合が多く、安静を保たないと悪化する。

吸入した場合: 咳、咽頭痛、灼熱感、息苦しさ、息切れ。症状は遅れて現われることがある。

皮膚に付着:  痛み、発赤、重度の熱傷。
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眼に入つた場合 :痛み、発赤、重度の熱傷。

飲み込んだ場合:腹痛、のどや胸部の灼熱感、咽頭痛、吐き気、Ⅱ匠吐、ションク又は虚脱。

応急措置をする者の保護に
必要な注意事項:     救助者は、状況に応じて化学防護手袋と防毒マスクなどの保護具を着用する。

医師に対する特別な注意事 肺水腫の症状は2～ 3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがつ

項:           って、安静と経過観察が不可欠である。

適切なスプレー剤を直ちに使用することを検討する。

5.火災時の措置

適切な消火剤 :

使つてはならない消火剤

特有の危険有害性 :

特有の消火方法 :

消火を行う者の保護

小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水

大火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水

棒状放水 (本品があふれ出し、生物に紺する有害性や環境汚染を引き起こすおそれがある。)

火災によつて刺激性、毒性、又は腐食性のガス(塩化亜鉛のヒューム)を発生するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷去「する。

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置 :

環境に対する注意事項

回収、中和 :

封じ込め及び浄化の方法・

機材 :

二次災害の防止策 :

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。

作業者は適切な保護具(8.ばく露防止措置及び保護措置の項を参照)を着用し、限、皮膚への接触や

ガスの吸入を避ける。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

風上に留まる。

低地から離れる。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないようとこ注意する。

環境中に放出してはならない。

漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。

危険でなければ漏れを止める。

床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 :

(取扱者の暴露防止)

(局所排気・全体換気)

(安全取扱い注意事項)

(接触回渤

(衛生対策)

保管

(混相接触させてはなら
ない化学物質)

彼 全な保管条件)

『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

粉じん、ヒュームを吸入しないこと。

『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所り

'気

、全体換気を行う。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

使用前に取扱説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

眼、皮膚に付けないこと。

『10.安定性及び反応性』を参照。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

『10.安定性及び反応性』を参照。

保管場所には毒物劇物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

施錠して保管すること。

容器を密開して、換気の良い場所で保管すること。

涼しいところに置き、日光から遮瞬すること。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。彼 全′ぶ容暑母包装材料)
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8.ぼく露防止及び保護措置

管理濃度 :

許容濃度(ぼく露限界値、生
物学的ばく露指標):

日本産衛学会(2013年

婉

ACGIH(2013年版l

設定されていない。

設備対策 :

設定されていない。

TLV―TWA    lmg/m3(ヒ ュ_ム )

TLV―STEL    2ng/m3(ヒ ュ_ム )

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つためにつF気用の換気を行なうこと。

保護具 :

呼吸器の保護具:   防じんマスク、簡易防じんマスク

手の保護具:     適切な保護手袋を着用すること。

飛沫がとぶ可能性のあるときは、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。

限の保護具:     適切な眼の保護具を着用すること。

化学飛沫用のゴーグル及び適切な顔面保護具を着用すること。

安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によつてH艮及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化

学スプラッシュゴーグル、及び顔両シールドを着用すること。

皮膚及び身体の保護具:適切な顔面用の保護具を着用すること。

一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、プーン、又は全体スーツ等の不浸透性

の防具を適宜着用すること。

衛生対策:       取扱い後はよく手を洗うこと。

9.物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色など:

臭い :

pH:

融点・凝固点 :

沸点、初留点及び沸騰範
囲 :

引火点 :

爆発範囲 :

蒸気圧 :

蒸気密度(空気 =1):

比重(密度):

溶解度 :

オクタノール/水分配係数 :

自然発火温度 :

分解温度 :

臭いのしきい(閾)値 :

蒸発速度(Fr酸プチル=1):

燃焼性(固体、ガス):

粘度 :

吸湿性の白色の固体

無臭

1(6M水溶液)

290℃ (融′く)

732℃ (沸点)

不燃′陛

データなし

10mmHg(508℃)(0 13kPa:換算値)

データなし

29g/cm3(密度)

432g/100 mL(25℃ X非常によく溶ける)(水)

1.3mLアルコールにlg、 2mLグリセロールをこlg、 アセトンにいかなる割合でも溶解

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

10,安定性及び反応性

安定性:       空気に触れると潮解する。

危険有害反応可能性 : 水と反応してオキシ塩化亜鉛となる。

水溶液は中程度の強酸であり塩基と激しく反応する。

避けるべき条件:   熱源、空気、水。

混触危険物質:    塩基。

金属酸化物、繊維素を溶解する。

危険有害な分解生成物:加熱すると分解し、有毒なヒューム(塩化水素、酸化亜鉛)を生じる。

11.有害性情報

急性毒性 経 ロ    ラント  LD50 1,100mg/kg(区 分4)

飲み込むと有害(区分4)

経皮    データ不足のため分類できない。なお、旧分類の根拠であるIUCLIDの結果は

「LDLo」 であつたため不採用とした。

吸入(粉じん)データ不足のため分類できない。



皮膚腐食性・刺激性

限に対する重篤な損傷・

刺激性 :

呼吸器感作性又は皮膚
感作性 :

生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

特定標的臓器・全身毒
性(単回ばく露l:

特定標的臓器・全身毒
性(反復ぼく露l:

誤えん有害性
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ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験で、背部皮膚に本物質0.5mL(脱イオン水での1%懸濁液)を開放お

よび開塞適用した結果、いずれも全例(4/4)に 重度の刺激性がみられた。開放適用の試験では、表皮及

び真皮浅層に、錯角化症、角化克進、炎症性変化、濾胞上皮の棘細胞増生がみられ、閉塞適用の試験

ではさらに、赤斑及び潰瘍もみられた(EU― RAR(2004))。 EU―RAR(2004)に は、「ECクライテリアでは、本

物質は皮膚腐食性物質に分類されているJと記載されており、「この試験結果はガイドライン準拠によるも

のではないが、「dassmcatお nandlabЫ hg(R34)」 を正当化するJと結論している。本物質は、EUDSD分類

において「R34」 、EUCLP分類において「SHnCOrr.lBH314」 に分類されている。以 上の情報に基づき区

分1とした。

事故で眼に濃縮塩化亜鉛のぼく露を受けたヒトの報告が2例ある(EU― RAR(2004))。 浮腫に次いで永続的

な角膜頗痕化に至り、回復に6～ 28週 を要したとの記述(EU― RAR(2004))、 「本物質は腐食性物質である」

との記述に基づき区分 1と した。

呼吸器感作性ヒトではんだ液による職業性喘息が報告されている(DFGOTvd.18(2002))が、塩化アン

ンモニウムにもぼく露されているので原因不明。よつて、データ不足のため分類できない

とした。

皮膚感作性 :  データ不足のため分類できない。

ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため、「分類できない」とした。すなわち、塩化亜

鉛について、マウスを用いたinv市o骨髄染色体異常試験で陽性知見が報告されているものの、より高用

量を用いた硫酸亜鉛によるマウスあるいはラットの染色体異常試験、小核試験、優性致死試験では陰

性であること、及び、亜鉛化合物の生物活性は亜鉛陽イオンによると考えられることから、証拠の重みづ

けに基づき、塩化亜鉛がhv市o遺伝毒性物質とはみなされていない(EU― RAR(2004))。 なお、hviroで

は、細菌を用いる復帰突然変異試験で陰性、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験で陰性、極めて高

用量によるヒトリンパ球を用いた小核試験で陽性と報告されている(NITE初期リスク評価書(2008)、 EU―

RAR(2004)、 EHC(2001))。 なお、旧分類ではラットおよびマウスを用いた染色体異常試験(体細胞h宙vo

変異原性試験)を陽性としているが、今回はEU― RAR(2004)、 EHC(2001)で信頼性に疑問を呈している

ためl易性と判断しなかった。

米国EPAlこより1に分類されている9RIS(2005))こ とに基づき、分類できないとした。

データ不足のため分類できない。なお、マウスを用いた生殖毒性試験において生殖毒性(妊娠率、産児

数、出生率の低下)が認められたが、雌親動物が10例 中2～5例死亡し、肝臓及び月卑臓重量の減少が見

られる母動物毒性が顕著なため、(NITE初期リスク評価書(2008))分類の根拠としなかつた。

ヒトにおいて、塩化亜鉛のヒュームによる吸入ばく露で、一過性の気道刺激性症状から重度の呼吸器障

害(慢性病変)をきたすことが報告されている(NITE初期リスク評価書(2008))。 また、軍人が訓練中に塩化

亜鉛に吸入ばく露され、重度の急性呼吸不全(ARDS)をきたし死亡例が生じたとの報告(PAl｀ 1｀Y(6th,201

2))、 同じく吸入ぼく露により、間質性肺線維症を生じ、呼吸不全により死亡した例など、致死的な呼吸器

障害例も見られるとの記述から、区分 1(呼吸器)に分類した。旧分類で標的臓器とされた「肝」、「膵」につ

いてはEHC221(2001)に該当する知見は確認できなかつた。また、他の評価書(EU― RAR(2004)、 NITE

初期リスク評価書(2008)な ど)にもこのような記述がないため、標的臓器から削除した。

データ不足のため分類できない。十日分類に用いたDFGOTvol.18(2002)の マウスのデータは塩化亜鉛単

体による吸入ぼく露データではなく、ヘキサクロロエタン、硝酸カリウム、酸化亜鉛などを含む多種混合物

での吸入ばく露データであり、分類根拠として採用するのは適切ではない。その他の評価書(NITE初期

リスク評価書(2008)、 EU― RAR(2004))イ こもZncち 単体による信頼性のある反復ばく露のデータはない。

データ不足のため分類できない。

12.環境影響情報

水生環境有害性
短期(急性)

水生環境有害性
長期(慢性)

甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=0'lmg/1,(CERレ ザヽードデータ集200117(2002))か ら、区分1と し

た。水生生物に非常に強い毒性(区分1)

急性毒性が区分 1、 生物蓄積性が低いものの(BCF=178)、 金属化合物であり水中での挙動が不明であ

るため、区分1と した。長期的影響により水生生物に非常に強い毒性(区分1)

13.廃乗上の注意

残余廃棄物 : 廃案においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行ってい

る場合にはそこに委託して処理する。

廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従つて適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
汚染容器及び包装 :
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14.輸送上の注意

国際規貝ll

海上規制情報

UNNo.:

ProperShわ pingName

Class:

PacttgGrOup:

MtthePolutmt:

航空規制情報

UNNo.:

ProperShipphgName

Class:

PackingGroup:

国内規制

陸上規制情報

海上規制情報

国連番号 :

品名 :

クラス :

容器等級 :

海洋汚染物質 :

航空規制情報

国連番号 :

品名 :

クラス :

等級 :

特別の安全対策

IMOの規定 に従う。

2331

ZINCCHLORIDE,ANHYDROUS
8

Ш

applicable

ICAO/1ATAの 規定に従う。

2331

Zincchioride,anhydrous

8

Ⅲ

毒劇法の規定に従う。

船舟白安全法の規定に従う。

2331

塩化亜鉛 (無水物 )

8

Ⅲ

該 当

航空法の規定に従う。

2331

塩化亜鉛 (無水物 )

8

Ш

輸送に際しては、直射 日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないよう|こ 積み込み、荷崩れの防

止を確実に行う。

食品や飼料と一緒に輸送してはならない。

重量物を上積みしない。

他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。

他の危険物のそばに積載しない。

移送時にイエローカードの保持が必要。

154緊急時応急措置指針番号

15.適用法令

労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、 施行令第18条の2別表第9)

(政令番号第94号 )

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の 2第 4号 )

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)

(政令番号第1号 )

劇物(法第2条別表第2)

危険物の規制に関する政令(第 1条の10の 6項 丹町表第2の(18)) (塩化亜鉛)

有害大気汚染物質(中環審第9次答申の1)(亜鉛及びその化合物)

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)(亜鉛及びその化合物)

水質基準物質(法第12条の2第 2項、施行令第9条の4)

有害物質(法第4条第2項)、 水質基準(平 15省令101)

腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

腐食性物質(危規則第2,3条危険物告示別表第1)

その他の危険物・腐食性物質

海洋汚染物質(施行規則第30条の2の 3)

輸出貿易鑑定別表第1の 16項

労働基準法 :

化学物質排出把握管理促
進法(PRTR法):

毒物及び劇物取締法 :

消防法 :

大気汚染防止法 :

水質汚染防止法 :

下水道法 :

水道法 :

航空法 :

船舶安全法 :

港貝U法 :

海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律 :

外国為替及び外国貿易法 :

16。 その他の情報

既存化学物質安全性点検データ

書籍「化学便覧基礎編改定3版」 編者 :(社 )日 本化学会発行所 :丸善(株)

日本無機薬品協会塩化亜鉛都会の委託により(財)化学品検査化学品安全センター久留米研究所のMyttshnmp

による急性毒性試験1990
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ACGIH  米国産業衛生専門家会議 :ACGIHdocumentation

DFGOT             ドイン学術振興会(DFG):"OccupationalTo対 cantsCriticalDataEvaluationforMAKValuesand

Classiicationoacarcinogens"ヽたol.1-20.

ECETOC欧州化学物質生態毒性および毒性センター

EHC    221(2001)

EHC(J)EHC日 本語訳「化学物質の安全 `陛評価第 1集 ,第 2集および第 3集」

EPA   米国環境保護庁 :EnvronmentalProtectionAgency

EU―RAR  EURiskAssessmentReport

HSDB   HazardousSubstancesDalaBank

ICSCC)(2002) 国際化学物質安全′性カードICSCC)(20XX)

IRIS     IntegratedRisklnformationSystem(IRIS)

IUCLID  EUEuropeanChemicalsBureau(ECB)

hternationalUniformChemicaLInformationDatabase(IUCLID)

注 :本 SDS記載内容の、含有量・物理化学的性質等の値や評価はいかなる保証をするものではありません。

注意事項等は、通常的な取り扱いを姑象としたもので、特殊なお取り扱いの場合には、その点のご配慮をお願いします。

記載した適用法令は、すべての規制、法令を示すものではありません。本品を使用する各地域の条例や、使用する用途に関す

る規制・条例などは、本品の使用者が確認して下さい。

改訂の記録 作成

改訂

改訂

改訂

改訂

改訂

改訂

改訂

改訂

改訂

最終改訂

1993年

1996年

2000年

2006年

2009年

2010年

2016年

2016年

2017年

2022年

2022年

3月 20日

9月 11日

4月 1日

6月 8日

4月 1日

2月 9日

2月 10日

6月 1日

1月 13日

6月 3日

8月 8日


